
2024(R6)年分の年末調整  

 
今回は、年末調整及び今年 6 月から始まった「定額減税」の年末調整事務について、解説を致します。 

「定額減税」は 2024(R6)年 6 月 1 日時点の情報で

「月次減税事務」を行い、年末に通常の年末調整作業

の一環として「年調減税事務」を行うことで各人の所

得税（定額減税含む）の精算・調整を行います。 

今年の年末調整作業では、年末調整の手続き（従業員の申告）と年末調整の計算は、今まで通りの流れ

で作業を進めながら、並行して「年調減税事務」下記 1～4 を実施します。 

※国税庁 年末調整お知らせパンフレットより抜粋・加工 

今年の年末調整で従業員から回収する「基礎控除申告書申告書・配偶者控除等申告書・所得金額調整

控除申告書」は「定額減税のための申告書」も兼ねた様式となり、本人及び配偶者の定額減税対象のチェ

ック欄が追加されています。 また、「保険料控除申告書」では「続柄欄」が全て削除されています。 

  従前、税務署から年末調整のお知らせとして、「年末調整のしかた」「源泉徴収簿」「納付書」等の年末

調整に必要な資料が各人・各社（源泉徴収義務者）に送付されていました。しかし、国税庁の事務効率化に

より、順次送付資料の簡素化が図られており、今年は「年末調整についてのお知らせ」のパンフレットが送

付される模様です。その他年末調整に必要な資料は国税庁 HP からのダウンロード、税務署での取得にな

りそうです。 国税庁年末調整がよくわかるページ（令和６年分）https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm  

 

 

＠１０月の予定  

１０/１０・９月分源泉所得税 

・住民税の特別徴収税額納付期限 

１０/３１・８月決算法人の確定申告 

・2,5,11 月決算の消費税及び地方消費税の中間申告 

 

《休業日》土曜・日曜・祝日 
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今年の年末調整は、定額減税の確認作業も同時に実施 

資料関係の変更、その他 

「令和 6 年分源泉徴収簿」の右側「年末調整」の計算欄は定額減税に対応していません。手計算

で調整する場合は、国税庁 HP より「令和 6 年分年末調整計算表」を入手して計算します。 

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

